
マージン率及び 

同一労働同一賃金等の公開資料 
労働者派遣法第２３条第５項に基づき、マージン率等について公開します。 

１． 派遣労働者の実績及びマージン率等 

※令和 3 年 12 月末日現在 

 

 

 

 

 

 

 

▶ マージン率とは  

 

 

▶ マージン率に含まれる費用 

社会保険料 
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険

料などの事業主負担分 

有給休暇費用 
年次有給休暇取得時にかかる賃金 

（※派遣先企業への請求はできません） 

会
社
運
営
経
費 

健康診断費用 一般健診及び生活習慣病予防検診受診費用 

募集費用 
派遣労働者の募集にかかる求人媒体費用（求人誌及びインターネッ

ト等）、登録会場費 

就業管理費用 
派遣労働者の就業に関する費用費用（登録受付・教育訓練・派遣先

紹介・労務管理費等） 

教育訓練費 派遣スタッフの教育訓練に関わる費用 

会社運営費 
営業社員の人件費及び活動費・法廷手続き費用・事務所費用・通信

費等 

営業利益 
派遣労働者の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、

会社運営経費を差し引いた利益 

派  遣 

労働者数 

派 遣 先 

事業所数 

Ａ:派遣労働者の料金 

(１日８時間あたり 

の平均) 

Ｂ:派遣労働者の賃金 

(１日８時間あたり 

の平均) 

マージン率 

(Ａ-Ｂ)÷Ａ 

９４名 ２３件 14,682 円 11,057 円 24.6％ 

派遣先よりサンワアルティス株式会社に支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し

引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。 

共 に 、 未 来 へ 



 

２． 教育訓練に関する事項 

 

▶ キャリアコンサルティングの相談窓口  

 

常務取締役 内田 肇 

TEL）0968-38-7737 

※要予約制 

 （月～金：9 時 00 分～17 時 00 分とさせて頂きます。） 

 

▶ 訓練内容 

 

・新規採用者訓練 

・ビジネスマナー研修 

・各種動画研修（技術派遣研修/事務派遣研修/製造派遣研修） 

 

３． その他事項 

 

▶ 派遣労働者の待遇に関わる労使協定の締結をしているか否かの別 

 

労使協定を締結している 

協定有効期間）2023 年 3 月 31 日 

協定労働者の範囲） 

製造技術者、一般事務、会計事務、生産関連事務、事務用機器操作、商品販売の職業、家庭生活支援 

サービス、介護サービスの職業、接客・給仕の職業、生産設備（金属）生産設備（金属を除く）、生産 

設備（機械）、金属材料製造等、製品製造・加工処理、機械組立の職業、製品検査（金属）、製品検査 

（金属を除く）、機械検査の職業、生産関連・生産類似、その他の輸送の職業、定置・建設機械の運転、 

運搬の職業、清掃の職業、包装の職業、その他の運搬等の職業に従事する従業員等 

 

▶ ハラスメントの相談窓口 

 

TEL）0968-38-7737 

 

・秘密は厳守します。匿名の相談もできますので安心してご利用ください。 

 （月～金：9 時 00 分～17 時 00 分とさせて頂きます。） 

 

 

 



労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の規定に基づく労使協定 

 

サンワアルティス株式会社（以下「甲」という。）と労働者の過半数を代表する者（以下「乙」

という。）は、労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の規定に関し、次のとおり協定する。 

 

 

 （対象となる派遣労働者の範囲） 

第１条  本協定は、派遣先で別表１に掲げる業務に従事する従業員（以下「対象従業員」 

という。）に適用する。 

 

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的な 

キャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

 

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約期間中に、特段の事情がない限り、本

協定の適用を除外しないものとする。 

 

 （賃金の構成） 

第２条  対象従業員の賃金は、基本給、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通 

勤手当、扶養手当、住宅手当、職務・技術手当とする。 

 

 （賃金の決定方法） 

第３条  対象従業員の基本給及び手当（第２条に掲げる賃金のうち、基本給、賞与、 

  本条（三）及び（四）の手当を除く。以下同じ。）の比較対象となる「同種の業 

務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満 

たす別表２に、対象従業員が勤務する派遣先事業所所在地に対応する別表３の 

地域指数を乗じたものとする。但し、地域調整の結果、熊本県の特定（産業別） 

最低賃金を下回る場合は、地域別特定（産業別）最低賃金額を基準値（０年）と 

した上で、当該額に能力・経験指数を乗じた別表２の項目２７から項目３０を満 

たすものとする。 

 

（一） 対象従業員の従事する職種と比較対象となる同種の業務に従事する一般労働 

者の職種は令和３年８月６日職発 0806 第３号「令和４年度の「労働者派遣 

事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30条の４第１項 

第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」 

等について」（以下「通達」という。）の別添２に定める職種との対応関係は別表 



１のとおりとする。 

 

（二） 地域調整については、就業地が熊本県の各市町村内が想定されることから、通 

達別添 3 に定める熊本県の都道府県内公共安定所管轄地域の指数を用いるも 

のとする。 

 

（三） 時間外労働手当、深夜・休日手当については、基本給、賞与及び手当とは分離  

   し、本協定第５条のとおりとする。 

 

（四） 通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し実費支給とし、本協定第 6 条 

のとおりとする。 

    

（五） 退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な

賃金の額」については、通達の第３号の４に定める合算により比較する方法と

し、その額を別表２に定める職業安定業務統計の職業分類ごとの一般基本給・

賞与等の額に６％乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。 

 

第４条  対象従業員の基本給及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たしたものとする。 

 

（一） 別表２の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額と同等以上で 

あること。 

 

（二） 別表４の各等級の職務と別表２の同種の業務に従事する一般の労働者の平均 

的な賃金の額との対応関係は次のとおりとする。 

 

上級ランク：５年目相当 

中級ランク：３年目相当 

初級ランク：０年目相当 

 

（三） 対象従業員の基本給及び手当については、別表２の賃金表に対象従業員 

が勤務する派遣先事業所の所在地に対応する別表３の地域係数を乗じたもの 

とする。 

 

２ 甲は、本協定第８条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容 

であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、 

能力手当を支払うこととする。また、より高い等級の職務を遂行する能力がある 



と認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとす 

る。  

 

第５条  対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日手当は、賃金規程（派遣社員用）第１ 

５及び第１７条に準じて、法律の定めに従って支給する。 

 

第６条  対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。但し、通 

勤手当の算出方法は、賃金規程（派遣社員用）第２１条に従って月額 25,000 円

（時給換算額 156 円）までの範囲において支給する。 

 

（賃金の決定に当たっての評価） 

第８条  基本給の決定は、1 年ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員 

賃金規程（派遣社員用）第２０条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき 

本協定第４条の第２項のとおり決定を行う。 

 

 （賃金以外の待遇） 

第９条  会社は、派遣社員が教育訓練（次条に定めるものを除く）、福利厚生その他の賃 

金以外の待遇については、正社員と同一とし、就業規則第２０条から第２４条ま 

で及び第３２条から第３４条までの規定を準用する。 

 

 （教育訓練） 

第１０条 労働者派遣法第 30 条の 2 に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づ 

 き別途定める「サンワアルティス教育訓練実施計画」に従って着実に実施する。 

 

 （その他） 

第１１条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。 

 

 （有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの 1 年間とす 

る。 

 

 

 

 

 

 












